
令和4年10月4日

上告審から見た書記官事務の留意事項(令和3年分）

最高裁判所裁判部書記官室
～

この留意事項は、適正かつ合理的な事務処理を確保するため､令和S年1月1日

から令和3年12月31日までに最高裁判所に送付された上告事件等の記録から、

書記官が裁判官と共に検討しておく:こ･とが有益であると考えられる事例及び誤り

や:すい事例等を抽出し集約したものである｡

なお、それぞれの事例における｢(留意点） 」には、当室で検討した事務処理の

例及び留意事項を記載したので､事務処理の根拠や目的を確認しながら適正かつ合
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理的な事務処理を検討し、実践する際の参考とされたい。
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民蹴･行政関係

受付。立件に関するもの

(1) 選定当事者から選定を証する書面が提出されていない事例があ

った。

（留意点）

選定当事者の選定は書面で証明しなければならないことから（民訴規則1

5条後段)、書記官は、選定当事者から選定者の記載がある選定を証する書
/

面が提出されていることを確認する。

特に、選定当事者となる者が選定者として含まれている場合に､選定当事

者となる者が選定を証する書面の提出を失念していることがあるので､その

ようなときにほ､書記官は当該選定当事者に対し選定を証する書面の提出を

促すことが相当であるb

第'1

1

0

(2) 選定当事者が提出した上告状及び上告受理申立書(以下「上告状
i ; i

等｣という｡）に原審判決記載の選定者全員の記載がなく、一件記

録上その経緯や事情が明らかでない事例6

（※本事例は不適切な事例としての紹介ではなく、今後､原審で

の検討の結果を記録上明らかにしていただきたいために留意事項
． ． ！ ， ．

として登載したものである｡）

（留意点）

上告審においては、上告状等に選定者全員の記載がない場合、それが単な

る誤記であるのか､不服申立ての範囲としない趣旨であるのか､あるいは、

選定当事者選定の取消し等がなされているのかを検討する必要がある。その

趣旨が-件記録上明らかでなb{場合は､原審において､裁判体の判断を仰ぎ§
その指示に応じて可能な範囲でその趣旨を確認するなどし､その結果を電話

聴取書等で明らかにしていただきたい｡

なお､事案により、趣旨の確認が困難な場合は、その旨を事務連絡で明ら

かにした上で、そのまま記録を送付していただいても構わない。その他の理

由により､そのまま事件送付する旨の裁判体の判断があ,った場合も同様であ

る。

（参考) ‘

1選定当事者選定の効力は、選定書に「第一審の訴訟手続について」 と記

載されていても､特段の事情がない限り、その記載は審級を限定して選定

1
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I

する趣旨ではなく､訴訟終了まで継続しているものと解するのが相当とさ
%..;.

れる‘(最一小判決昭和52年9月22日裁判集民事121号271頁）
2選定当事者選定の取消し及び変更（以下「選定当事者選定の取消し等」

・ 0 ｡ 。

という｡)は、選定者又は新旧いずれかの選定当事者から相手方に通知を

しないとその効力を生じない（民訴法36条2項)。そして、上記通知を

した者は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない（民訴規則1

7条後段)｡訴訟手続の安定と．明確とを期するための規制とされている（コ

ンメンタール民事訴訟法I (第3版〕 《日本評論社p486,.489)。

／

z 当事者遮格等に関するもの

公安委員会を代表者とする地方公共団体を被告とする行政訴訟に

おいてく第一審で訴えの追加的変更（不当利得返還請求)があり､･そ
： ： ・

の長が代表者となる請求が加わづたがざ変更の申立書を公安委員会に

､のみ送達し､地方公共団体の長に対する送達を実施していない事例が

あった。
！ 。、

（留意点）

昨年度も留意事項として指摘している事項であるが､本年度も同様の事例

が確認された｡

同一の地方公共団体であっても､請求iこよつて代表者が黙る場合がある。
このこ.とを踏まえて、訴えの追加的変更に:より､その書類の送達を受ける

べき地方公共団体の代表者が地方公共団体の長となるのか個別法により.(長

ではなく）委員会等となるのがを検討し、送達事務に遺漏がないように留意
・ 6 o

する必要がある。

3送達｡通知に関するもの

家事事件手続法別表第二事件についての即時抗告事件において、

即時抗告が不適法であるとき又は即時抗告に理由がないことが明ら
． ． j

かなときではないにもかかわら或相手方に対し､即時抗告状の写し

を送付又は即時抗告があったことを通知していない事例があったら

（留意点）

家事事件手続法88条1項の規定に基づき、書記官は、同項に規定する除

外事由（即時抗告が不適法である,とき又は即時抗告に理由がないことが明ら

かなとき）に該当するか否かの判断を裁判官に仰ぎ、その結果、除外事由に
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該当しないと判断された場合は､更に即時抗告状の写しの送付が抗告審にお

ける手続の円滑な進行を妨げるおそれがないかについても裁判官に判断を‘

仰いだ上で、抗告人を除く原審の当事者及び利害関係参加人に対し、即時抗

告状の写しを送付又は即時抗告があったことを通知する必要がある6．

4醗書・害顛作成に関するもの

控訴審の口頭弁論期日において鍼判官が代わった場合当事者は、

従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならないが､口頭弁論調書に
：

その記載がない事例があった。

（■意点）

過去にも留意事項･として指摘している事項であるが､従前の口頭弁論の結
・ 、 9 .

果陳述（民訴法249条2項） (いわゆる弁論の更新）の手続は、口頭弁論

の方式に関する規定の遵守に相当し､調書によってのみ証明することができ
‐ ． ． ： ．

る事項である(同法160条3項)｡そのため､調書にこの記載がなければ、

‘ 弁論の更新の手続が行われたことは証明できない。そして､弁論の更新の手

続が行われなかったことは､絶対的上告理由(同法312条2項1号)に当
たり、再審の事由(同法338条1項1号）でもある。

仮に裁判官交代後の口頭弁論期日において､当事者から従前の口頭弁論の

結果陳述がされなかった場合､書記官としてはそめ場で裁判長から当事者に
： 、

確認するよう進言し､ ,その指示を仰ぐのが相当である。

“また書記官が調書.を作成する場面においてば、前述Lた同法160条3項

の趣旨を踏まえ､記載漏れ等による影響の甚大さを改めて留意した上で、作

成する必要がある。 ’

「

I

I

5、翫舩手続の進行に関するもの

家事事件手続法別表第二事件についての即時抗告事件において、期

日が指定されず､即時抗告が不適法であるとき又は即時抗告に理由が
、 , 。 ： ． ‘ ′

ないことが明らかなときではないにもかかわらず､審理を終結する日
， 1 ・ ・ ・ ．

及び決定日が定められていない事例があったb

（留窟点）

即時抗告事件で､当事者双方が立ち会うことができる期日において直ちに

審理を終結する旨を宣言する場合を除きミ家事事件手続法93条1項で準用

する同法7’条に規定する除外事由（即時抗告が不適法であるとき又は即時

I

3
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、

抗告に理由がないことが明らかなとき)に該当するか否かについて、書記官

は、裁判官に判断を仰ぎ《その結果､除外事由に該当しないときは相当の猶
、 ． ；

予期間を置いて審理を終結する｡､日(審理終結日)を定め､また、審理を終結

したときは決定日を定める必要があること(伺法'93条1項、72条）を裁

判官に進言することが相当である｡なお､会社非訟事件においても同様の規

定があるので留意されたい（会社法872条の2第2項､870条の2第5
◆ Q｡ ｡ .

項、第6項参照)。

6裁判客の点検に関するもの

（1）抗告蜜の決定書において、:決定をした裁判所の表示(民訴法12

2条､'253条1項6号)が欠落してい'る事例があった｡

（2）後見開始の審判の申立てが認容され、民法7条に規定する者から

：即時抗告がなされた事案において､抗告審の決定書の当事壱の表示

中に原審申立人の記載（家事事件手続法gS条1項、76条2項3

号)が欠落している事例があったも

(3)塚事事件手続法適用事案で､別表第二事件の抗告審である高等裁

判所の決定に対する許可抗告申立て事件について､抗告を不許可と

する決定書に家事事件手続法の規定（同法97条2項）を摘示すべ

きところ、民事訴訟法の規定（同法SS7条2項)を摘示している

：事例があった6

（留童点）

･裁判書の点検は、書記官の職務の二つ･であり、本事例のようなものはいず

れも形式的な点検事項であって、書記官の点検で十分に防ぐことができたと
思われるケースである｡裁判書に記載すべき事項は上記各事例において挙げ

た条文のとおり定められており、それを欠く又は適用する法令を誤った場合、 ／

、 例えば許可抗告に関して定められた民訴法337条5項のように､裁判に影

響を及ぼす可能性もあることに留意する必要がある。

裁判書の点検に当たっては点検の範囲について具体的に何を確認すべき

かを裁判官と共通の認識の下に行うこと,が重要であり、その点検が実質的に

機能するような方策を講ずることが相当である。

なお、 (2)の事例については、平成26年2月19日付け家庭局第二課長､

総務局第三課長書簡を参照されたい(J-NETポータル「家事・少年情報

I

I

、
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データベース(Famil*in)」 ・家事事件?参考情報･事務処理上の注意点)b

上翫申立鍵の審査・配録整理・送付に関するもの

(1)上告状に被上告人の表示（民訴法S1S条、286条2項）の記

載がないまま上告審に送付された事例があった｡:

（留意点） ？
； 山

上告により、原則としても終局判決によって判断された事件の全てが不可

分に上告審に移審するが（上告不可分の原則)、訴えの主観的併合の場合に
は、通常共同訴訟に当たるときは､一人の又は一人に対する上告の提起によ

り、移審の効力は当該当事者に関する部分にとどまり、残部は確定して上告

審の審理の対象とはならない｡上告状に記載すべき当事者は単なる必要的な

記載事項にとどまらず上告審の審理の対象と関連することから､上告状の審

査は､上告人が誰を被上告人とする上告提起をしているか、といった上告審

’における審理の対象にも留意して行う必要がある。

ア

I

（

(2） 上告状及び上告理由書提出期間内に提出された上告理由書のい

ずれにも民訴法312条1項又は2項に規定する事由の記載が全

＜ないのに、事件を当審に送付した事例があった6 ．

（留意点）

、昨年度を含め過去にも留意事項として指摘している事項ではあるが、上告

状及び上告理由書提出期間内に提出された上告理由書のいずれにも民訴法

3'2条1項又は2項'と規憲壱事由の記載が全くないときはその不備を
補正する余地はないから、原裁判所は、民訴規則196条1項所定の補正命

・ i

令を発せず、直ちに決定で上告を却下すべきである（最コ小決平成，2年7

月14日集民198号45ア頁参照)。

上告状及び上告雑書の審査事塞を行うに当たっては､別紙I高等裁判所
における上告提起事件及び上告受理申立て事件の処理について｣に記載した

説明を参考に、上告提起事件の処理について十分理解し、正確な事務処理を
， 7 0

行っていただきたい（昨年度も．送付)6

１

1

(3) 提出期間内に提出された上告受理申立て理由書に民訴法31S

条1項に規定する事由の記載がないとの理由で原裁判所において

同申立てが却下されたところ､同理由書には同項の事由の記載がさ
． ‘、

れていた事例があった。

5
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(留窓点）

上告受理の申立てに係る事件が民訴法318条1項の事件に当たるか否

かは、上告裁判所である最高裁のみが判断し得る事項である6上告受理申立

書又は提出期間内に提出された上告受理申立て理由書のいずれかに民訴法

318条1項に規定する事由が記載され､それが民訴規則199条1項、 1

《91条2項､ 3項にのつとつたものである場合に･は､直ちに事件を最高裁に

送付すべきである‘･形式的に民訴法318条1項の事件に当たる旨（判例違

反､法令違反(審理不尽,経験則違反､採註法則違反の主張も含む｡))の記
載がある場合には､原裁判所において当該事件が同項の事件に当たらないこ

とを理由として上告受理申立てを却下することはできず､また、上告受理申

立て理由書には形式的に民訴法3’8条1項の事件に当たる旨の記載漆あ

"るにもかかわらず､原裁判所において同項所定の記載がないとして､上告受
理申立てを却下することもできな．い｡上告受理申立書及び上告受理申立て理

由書の点検に当たっては､書記官とじても記載内容に目を通し、形式的にで
’ ． ： ． ． ・

も法令違反等の記載がある場合には､事件を送付すべき旨を裁判官に進言を
することが相当である。 ，

上告受理申立書及び上告受理申立て理由書の審査事務を行うに当たって

も前記(2)と同様に別紙｢高等裁判所におけ．る上告提起事件及び上告受理申立

て事件の処理について｣に記載した説明を参考に､:十分な理解のうえ正確な

事務処理を行っていただきたい｡

’

I

I

､、〈

｛

I
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’
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(別紙）

高等裁判所における上告提起事件及び上告受理申立て事件の

処理にづいて

I

現行民事訴訟法において、高裁に上告提起事件等の審査を委ねた趣旨は、不適式

な上告提起事件等について当該控訴事件を処理した高裁において排斥することで、

最高裁が審理すべき事件のみを最高裁に送付するこどとしくそれによ耽裁判所全

体として､訴訟事件の迅速な処理を行うこととしたものである。高裁の書記官とし

ては、このような趣旨を十分理解した上､適切な上告提起事件等の処理を行うべき

である。 ′

そこで、高裁における上告提起事件及び上告受理申立て事件の処理の概要を整理

し､､次のとおりまとめた。さらに、これらの事件の点検事項の順序の視点から別紙

のとおりチャート図に整理した。これらのものを上告提起事件及び上告受理申立て

事件の執務の参考にしていただきたい。

1上告理由書及び上告受理申立て理由書の提出

上告状に上告の理由の記載がないときは､上告人は上告提起通知書の送達を受

けた日から50日以内に金原裁判所に上告理由書を提出しなければならない(民

し訴法315条1項、民訴規則194条）。

上告状に上告の理由が記載されていても､上告理由書提出期間内に新たな上告

の理由を提出し6又はこれを補完することは自由であるから､原則として、この

提出期間経過を待たずに、事件を最高裁に送付してはならない。 ‘

上告受理申立て理由割提出についても同様である｡
2上告提起事件の適法性の審査

（1）上告理由書提出期間経過後､直ちに事件を送付すべきもの

上告状却下命令又は上告却下決定があった場合を除き､事件を上告裁判所に

I

I
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送付しなければならない(民訴規則197条1項） 。すなわち、上告理由書提出

期間内に上告理由書が提出され､壽そこに民訴法312条1項､ ■2項に規定する事

由が記載され､それが民訴規則190条にのっとったものである場合には七それ

が実質的には認定非難や法令違反の主張にすぎないと解される場合であっても、

高裁が上告を却下することはできないと解されるから、上告理由書提出期間経

過後､直ちに事件を最高裁に送付すべきであるご上告謹由書|ご上告理由が複数
記載され､その(うちい競れか一つでも適式なものがあれば上告を却下する余

地はないから､ (3)の補正命令を発ずろ必要はなく､上告理由書提出期間経過後、

直ちに事件を最高裁に送付すべきである。 ,

また､上告理由書が提出されていない場合であっても、上告状に理由が記載

されていることがあり、＝の場合は適式な上告提起となるから、事件処理に当

たって､書記官としてはく上告状及び上告理由書の記載内容に必ず目を通して‘

点検し､確認すべきである。 ：

峠上告理由書提出期間経過後､直ちに却下すべきもの(2)乎上告理由書提出期間経過後､直ちに却下すべきもの

上告状又は上告理由書提出期間内に提出された上告理由書のいずれにも民訴

法312条1項2項に規定する事由の記載がないどきは､決定で上告を却下し

なければならない(同法316条1項) 。この場合､不備を補正する余地がない

から､補正を求める事務連絡を送付したり、民訴規則196条1項所定の補正命

令を発すべきではなく､‘直ちに決定で上告を却下すべきである（最二小決平成

12年7月14日裁判集民事198号457頁）◎書記官としては、提出された上告

‘状や上告理由書提出期間内に提出された上告理由書に民訴法312条1項2項

に規定する事由が記載されているかどうかを確認した上で、上告状又は上告理

由書に民訴法312条1項、 2項の事由の記載がないと判断したときは､その旨

を裁判官に進言するb ‘

なお、上告理由書において他の書面を引用し、又は相上告人の上告理由を援

用する形による上告の理由の記載は許されないことにも注意されたい(最二小

－8－
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判昭和37年4月27日裁判集民事60号455頁（原審に提出した準備書面を引

用した例） ､最三小判昭和39年11月17日裁判集民事76号151頁(相上告人

の上告理由中、利益なものを援用すると主張した例） 、最大判昭和28年11月

n日民集7巻11号1193頁（第一審記録に添付した準備書面を引用した例） 、

最二小判昭和26年6角29日民集5巻7号396頁（他事件についての上告理由

書を引用した例） ） 。
． ： ‐

(3)補正命令を発すべき場合

上告状又は上告理由書提出期間内に提出された上告理由書のいずれかに民訴

法312条1項2項に規定する事由の記載（例えば「憲法違反である。 」との

記載）があるが､その記載が民訴規則190条の規定に違反することが明らかな

場合、原裁判所は､決定で相当の期間を定め駁その期間内に補正すべきことを

命じなければならず（同規則196条1項） 、その期間内に不備の補正をしない

ときは､上告を却下しなければならない(同条2項）。上告理由書に上告の理

由として記載はあるが、それが最高裁判所規則で定める方式により記載されて

いないことを理由として上告を却下するためには､相当の期間を定めて不備を

補正すべきことを命じ、その期間内に補正されないこ"とが必要である。上告理

由書の点検に当たっては､記載内容に目を通し、上告状又は上告理油書提出期

間内'三提出された上告理由書のいずれかに民訴法312条1'項､ 2項に規定する

事由の記載がある場合、その全ての記載が民訴規則190条の規定に違反してい

’るか否かを確認し、違反している場合には､補正命令を発すべ.き旨を裁判官に

進言する。

なお、 (1)のとおり、上告の理由は､上告理由書提出期間内は自由に補完する

ことができるので、補正命令を発する時期は、上告理由書提出期間後となる
．・ 1 8

(条解民訴規則407頁） 。
． L

上告受理申立て事件の適法性の審査

（1）上告受理申立て理由書提出期間経過後、直ちに事件を送付すべきもの

I

一

ー

I

3

’ I

－9－



上告受理申立書却下命令又は上告受理申立て却下決定があった場合を除き、

事件を上告裁判所に送付しなければならない（民訴規則199条2項、 197条1

項) 。すなわち$上告受理申立て理由書提出期間内に上告受理申立て理由書が

提出され、そこに民訴法318条1項に規定する事由が記載され、それが民訴規

則199条1項、 191条2項、3項にのっとったものである場合には、直ちに事

件を最高裁に送付すべきである6〃

また､上告受理申立て理由書が提出されていない場合であっても、上告受理
． ’1 ．

申立書に理由が記載されていることがあり､この場合は適式な上告受理申立て

となるから､事件処理に当たって、書記官としては､上告受理申立書及び上告

受理申立て理由書の記載内容に必ず目を通して点検し､確認すべきである。
i

(2)上告受理申立て理由書提出期間経過役直ちに却下すぶきもの
‘ 、

ア上告受理申立書又は上告受理申立て理由書提出期間内に提出された上告受
イ

理申立て理由書のいずれにも民訴法318条1項に規定する事由の記載がない

ときは､決定で上告受理申立てを却下しなければならない（民訴法318条5

項､ 316条1項）。

イ上告受理の申立てに係る事件が民訴法3'8条1項の事件に当たるか否かは、

最高裁判所のみが判断し得る事項である｡‘ したがって、形式的に同項の事件

に当たる旨（判例違反､法令違反(審理不尽、経験則違反､採証法則違反の

主張も法令違反の主張と解される。福田岡ﾘ久ほか判タ1250号8頁) ）の記

載がある場合には、原裁判所において当該事件が同項の事件に当た.らないこ

とを理由として却下することはできず（最一小決平成11年3月9日裁判集
： ． 、

民事192号109頁判夕1000号256頁） ｡､また、上告受理申立て理由書には

形式的に民訴法318条1項の事件に当たる旨の記載があるにもかかわらず､

原裁判所において同項所定の記載がないとして、上告受理申立てを却下する

こともできない。同項の「重要な事項を含む｣という要件に該当する記載が

ないと理解して、形式上､同項の事件に当たる旨の記載がないと判断するこ

0

〕

I

"辱

｛

I
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､

：とは避けなければならず、このような判断をすることは、実質的に高裁が同

項の事件に当たるか否かを審査して申立てを却下するものに等しく、許され

ないものである（前掲判タ1000号256頁の解説部分参照） 。

上告受理申立書又は上告受理申立て理由書に記載された上告受理申立ての

理由が民訴規則199条1項、 191条2項､3項の方式に違反する場合には

同規則199条2項において補正命令を発出すべき条文（同規則196条1項）

が準用されているが､形式的にでも法令違反である旨が記載されていれば､

との記載が民訴法318条1項の事件に該当するか否かを判断するのは最高裁

のみになるから、実際には高裁において補正命令を発した上で却下すること

は困難である（例えば、 「民法違反｣ とのみ記載があり、条項等の記載がな

いときは補正命令の対象とすることも考えられるが、通常は不服の内容から

理解可能であり､補正されなかったとしても却下することは難しいことが多

いと思われる。 ） ・上告受理申立て理由書の点検に当たっては、書記官とし

ても記載内容に目を通し、形式的にでも法令違反等の記載がある場合には､：

事件を送付すべき旨を裁判官に進言する。

ウ他の書面の引用

上告受理申立て理由書において他の書面を引用し、又は相申立人の上告受

理申立て理由を援用する形による上告の理由の記載は許されないことにも注

意されたい（2の(2)の各判例参照）。

へ

－11一



I

上告提起事件の処理における点検事項

” (チャート図兼ﾁｴﾂｸｼｰﾄ）

I

上告状に上告理1
由の記載があ Nop－－－今 却下
る。 ､

YCsD

上告理由書が期間内
に提出されている。

No口一

Y⑧s□

I ’

－

l

却下’
｜

Noローーーヰ’法訓2条1項､2項の
記載がある．

Yes□

I
一一 一一‐一一一一 ●一一一一寸一一一一一→－争一

｣補正なしﾛｰ÷｜却ゞ記載された上告理由が
規則1.gO条に従ってい
る｡

補正命令N○口一

補正ありロYesD

I
Ｉ
Ｉ

|記…
し

、

I
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上告受理申立て事件の処理における点検事項

《チャート図兼チェックシート）

｜正吾蔓逗申立妻I=-
NOp－－今1上告受理申立て理由

｜の記載がある6
－－．－.ーー

YOsD

Nop－－→I

－－

却下

’
I

l

l

YesD

I
｜却下’
一℃ ‐ ？__’

ノ‘

形式的に判例違反､法
令違反の記載がある｡

N◎口一

YesD

l
I

’’
記録送付

△

■

■

■

Ｌ

■

■

■

■

■

■

■

ｐ

Ｕ

０

Ｂ

■

Ｕ

一

■

■

■

９

一

Ｉ

Ｏ

ｒ

５

可

・

け

■

、

■

▼

の

■

■

■

』

ｒ

■

ｒ

上

I

※上告受理申立ての理由の記載が民翫規則199条1項､191条2項､3項の方式に違反したとしても、
民訴法318条1項の事件に当たるか否かは最高裁のみが判断し得る事項であるから､実際に補正
命令を発すべき場合はまれであることに注意すべきである｡

’

｢
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刑弊関係

送達･通知に関するもの

（1）特別送達において､一件記録上同居者でないことがうかがわれ
ﾞ‘ ' 「.、

る者が受領しているにもかかわらず､受領権限の確認をすることな

く､そのまま手続が進められている事例があった。

（留意点）
｜

抗告事件における決定謄本の送達について、弓件記録上、同居者でないこ

とがうかがわれる者が受領しているにもかかわらず、送達受領権限の確認を

行った形跡がない事例や､第一審から控訴審に至るま.で､’一枠記録上､別居

していることが明らかな実母が公判期日召喚状などを受領しているにもか
， ： ． ． 、 ： ．

かわらず､､受領権限の確認を行った形跡がない事例があった。

とりわけ後者の例では､訴訟係属中であれば､何らかの方法で確認するこ

とができたと思われるが､第一審も控訴審も記録上浸領権限の確認を行っ
た形跡がないため､上告審において当審弁護人を通じて被告人に確認を行っ

たところ、同居していないことが明らかになったものである。

送達に関する事務は書記官が取り扱うとされており(刑訴法54条､民訴
法98条2項)、書記官は、送達が適法になされたかどうかを確認するため

． ：

送達報告書の内容を精査し、明らかに有効な送達と認められなし、ときは、更

に送達を試みるなどしなければならず､送達の効力に疑義が生じた場合にはく

問題点及び講ずるべき措置等について裁判体と認識を共有した上で〈事後の

措置を記録上明らかにするなど､送達の有効性に疑義が生じないようにしな

ければならない。

送達に関する事務は､事後の手続の有効性に関わる重要な事項であること

から､郵便局から返送された送達報告書については､書記官が責任をもって
確認を行う必要がある｡

第全

1

、

I

(2)観護措置決定に対する異議申立てに関する決定の少年に対する

告知について

（宙意点）

観護措置決定に対する異議申立てに関する決定は､相当と認める方法に
。‘ ： 。 “

． ． ｝． ． ・

よつで告知する:(少年審判規則3条4項）ところ、普通郵便による通知がさ

れていた事例があった。

異議申立てに関する棄却決定の場合､5日以内に特別抗告の申立てをする

ことができるので（少年法17条の3第1項、 17条の2第,3項、 1項、 1

7条1項2号:35条1項)、申立期間の起算日を明確にするために決定謄

14
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I

本を送達する方法で告知するのが相当である。

(3)I)在宅被告人に対して、 「被勾留者」用の書式を使用して弁護人選

任に関する通知及び照会をしている事例があった｡
0 ． ノ

(留癒点） ；
・ ・． j

弁護人の選任照会に関する事務については､昨年度も含め従前から何度も

指摘している事項であるが、その後も同様の事例が続いていることから､改
： 、

めて注意喚起を行うものであるも

公訴提起された被告人に弁護人が選任されていない場合､裁判所ぱ被告人

に対して､弁護人選任権及び国選弁護人選任請求権があることを知らせなけ
0 ‘

ればならない（刑訴法27'2条1項)。

この場合､必要的弁護事件と任意的弁護事件では、国選弁護人の選任請求

の要件が異なり､任意的弁護事件で国選弁護人の選任を請求するときには資

力申告書の提出が必要であることなども教示,しなければならず:(同法272

条2項、刑訴規則177条、 178条)、用紙を別々に用意しているのが通

例である。また､ ､在宅事件と勾留事件においても､弁護士会に対する私選弁

護人の選任申出方法が異なるほか､在宅事件の被告人との連絡手段確保のた
め連絡先の電話番号記載欄を回答書に設けているなど､用紙を別々に用意し

ているのが通例であるb '

このような中も本事例のように用紙を取り違えると、被告人に無用な手間

や混乱を生じさせることになり､その間被告人には弁護人が選任されない

ため防御権の行使に影響を及ぼすことにもなりかねない｡

弁護人選任照会に関する事務は､裁判所にと･つては多く.の事件で行う定型

の事務のひとつであるが､被告人にとっては極めて重要な事柄であることを

意識し、間違いのない事務処理をする必要がある。

勾留・保釈に関するもの

勾留票について《①1パージ目がないく②皇柄に関する裁判の日付

Z

が前後して記載されている、⑧移送後の収容場所の記載が漏れている

など、記載等の誤りが散見されたb

（留意点):．

システムを利用した事務処理の普及により勾留に関サる事務をシステム

で管理することが多くなっているため､システムに身柄情報を入力すること

が目的化して、本来の勾留票の性質を意識することなく事務処理を行ったと

思われる事例（①、②)、システムに入力すること自体を失念したと思われ

15



る事例（③）があった。
. $ -j :

勾留票は､被告人の勾留に関する事湊を一覧化し、これを適正に行うこと

を目的として作成されるものであり、身柄に関する裁判等については、原則

として順序どおり正確に記載する必要がある。

下級審から送付される勾留票は､上告審においてもこれを引き続き利用す

る性質のものであることから､勾留票の正確な記載についてはどれまでも数

次にわたり､ この留意事項において伝えているとこ,ろである。

勾留票の記載、作成に当たっては､平成4年8月21日付け最高裁総三第

28号総務局長通達｢帳簿諸票め備付け等に関する事務の取扱いについてJ、

平成23年1月13日付け最高裁総三第000004号総務局長通達「刑事裁判

事務支援システムを利用した事務処理の運用について｣及び令和2年’月-’

5日付け最高裁総三第5号総務局長通達職判事務支援システムを利用した

刑事事件の事務処理の運用について」を参照した上で､正確な記載を意識し

ていただきたい 。

ノ

a飼養・害蒙作成に関するもの

医療観察再抗告事件記録につづり込まれている原決定謄本の決定

日が､原決定原本の決定日と美なる事例があった｡

／(四意点) ： 《 ・

医療観察抗告事件の決定原本は､抗告審で保存することと．されているため、

事件記録には、同決定謄本をつづり込む必要がある。

謄本とは､裁判所書記官が原本の存在及び内容の同一性を認証して作成す

る文書であり､本件再抗告審の審理対象が抗告審車決定であることから§送
付された謄本の内容と抗告審の決定との同一性が確保されていなければ､再

抗告審の決定の正当性自体に疑いを生ぜしめることとなる｡

本事例からは､単に内容に誤りのある謄本が作成されたどいう事実で済ま

せるのではなく、謄本作成の事務フローに問題がないか問題があるどすれ
ばその理由やあい路について原因分析を行い､改善策を講じる等､ :事務処理

一 ：

の在り方'そのものを再度検討する契機として:いただきたい。

し

I

ノ

4記録整理･送付1二関するもの
『． 。 ． ． ．

(1) 性犯罪の被害者参加事件において､参加許可決定に被害者参加人

の氏名を記載したが､参加許可の通知書にはその氏名を記載しない

取扱いをしたところ､その取扱いをしたことが上告審に伝わってい

なかった。
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《留意点）

本件では記録から上記の取扱いをしたことが明らかではなく《かつ､事務

連絡等による上告審への引継ぎもなされていなかったものである。
被害者等に対する配慮の在り方については､被害者等の意向など事件ごと

に異なるものであり、上告審では§､被害者等の意向については原審から．送付

される－件記録や事務連絡等を通じて知り得るものである。
そこで､記録に表れない本事例のような被害者氏名等を通知書に記載しな

‘ 。 . ： ． ． 。 ． ， 、

い方策を取った事実などの下級審における被害者等に対する配慮方法やそ

の取扱いに至づた経緯等を上級審に引き継ぐことは､上告審において適切な

被害者等対応をする上で必妻不可欠な情報であることを意識していただき
たいb

(2)'第一審の第1分類に裁判員の住所､氏名､電話番号が記載された

書類がつづり込まれていたが(マスキング処理なし)、最高裁への
｛、

I

申し送りがなかった｡

（留意点）

裁判員の氏名等､個人を特定するに足りる情報は､:何人も公にしてはなら

ない情報であり (裁判員法,0,条,項)《謄写も制限される(裁判員規貝ij
66条)ため､第5分類以外に裁判員等の個人を特定するに足りる情報が記

． ． ／

載された場合には､その後の訴訟記録の謄写等を'考慮し､その情報の取扱い

には特に注意をしなければならない6~ ;

当該情報が記載された書類が訴訟記録に編てつされた場合には､謄写等に

備えて当該部分に付菱を貼って注意喚起をしたり､マスキングなどの措置を

執ることが考えられる。そのような記録を上告審に送付する際には､記録送

付書の備考欄に･ I第○分類に裁判員の個人情報あり」など記載するなどし、
． 、 ．： 、

確実に上告審にその情報が引き継がれるよう御配慮いただきたい。

℃

ノ

(3)控訴審からの書類の追送書に､当該事件とは異なる被告人名等が

記載されていた。

（留意点）

本件は詞控訴審から上告審への勾留期間更新決定書の追送書に別の被告人

名及び事件番号が記載されていたという事例である6
・ ノ

． ． ： ． ．

｜ これが事件関係者に対する送付であれば、他の事件の被告人名流出という
；

重大インシデントIにつながる事案であったともいえる。

書類の作成、発送について、事務フローに問題がなかったか、問題があっ

たとすればその理由やあい路について原因分析を行いt改善策を講じる等、
17
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事務処理の在り方そのものを再度検討する契機としていただきたい。

Ｉ

S裁判鍵の点検に関するもの

（1）控訴審の勾留期間更新決定書において､第一審判決で拘留の刑が
i

宣告されてい'た場合や､第一審判決破棄差戻しの判決後に勾留期間

更新決定がなされた場合において､勾留の理由として刑訴法344

条が記載されていた｡
：。 ．

．【留窓点）

「拘留jの刑は「禁銅以上の刑｣ではない(刑法9条、10条’項)｡ま

’ た､禁錨以上の刑に処する第寺審判決が、控訴審で破棄され、差し戻された

場合には、刑訴法344条は適用されないと解されている｡

書記官が勾留期間更新決定書の点検をする際は、形式的記載事項に加え、

勾留の理由についても､事件の審理内容に応.じて確認をする必要がある:とこ

ろ〈本件のような事例の場合には、更に慎重に処理をする必要があるも

L

(2)・控訴審の判決書の主文において未決勾留日数が懲役刊罰金刑の

いずれの刑に算入されるのかが明らかになっていない事例があっ

た。
0 6 ．

． ノ

0 i

（留意点）

懲役刑と罰金刑の併科刑において未決勾留日数の算入をする場合､し§ずれ

の刑に算入するかを明らかにしなければならない｡ ‘ ‐ ：

本件は、第一審判決において懲役刑と罰金刑が併科された事件であづた。
控訴審では控訴棄却の判決がなされたところ､判決書に｢当審における未決

勾留日数中○○日を原判決の刑に算入する｡j としか記載されていなかった

という事例で．ある6

裁判書の点検に当たっては点検の範囲について具体的に何を確認すべき
． . ： 緑

かを裁判官と共通の認識の下に行うごどが重要であり､その点検が実質的に

機能するような方策を講ずることが相当である6
I

(3) 少年保護事件の第一審で検察官関与決定を行っていたが､決定書

に検察官関与決定をした旨及びその決定に係る事件を特定する事

項が記載されていない事例があった。

〔留窓点）
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検察官関与決定をして･いる事件については、抗告受理の申立て（少年法3

2条の4）等に影響を及ぼすため少年審判規則2条4項5号により、所定の

事項を決定書に記載するものとされている｡;前記(2)と同様､裁判書の点検に
当たっては点検の範囲について具体的に何を確認すべきかを裁判官と共通

の認識の下に行うことが重要であり､その点検が実質的に機能するような方
策を講ずることが相当である。

』

eその他

在宅の外国人被告人の在留期間の■終期に関する情報について､第一

審から控訴審を経由して上告審に至るまで適切に引き継がれていた6

今後も有益な情報と判断した事項は上告審に引き継いでいただきた

い◎

（留癒点〉
． 1

本事例は有用な情報の引継ぎが適切になされた例であるも外国人被告人の

在留期間が上訴審係属中に切れる＝とが予想される事案であ叺第一審は在
留期間の終期について控訴審に引き継ぎ､控訴審も上告審へ引き継いだため、

､､:上告審はその情報をもとに､速やかに事件関係者に在留期間の情報を確認し、

送達への対応等、適切な処理を行うことができた事例である。

なおへ本事例では､第一審から在留期間に関する情報が引き継がれている

ことからも分かるとお叺第宇審段階か乞上訴審の手続を意識した適切な情

報管理がなされていた事例であることから、ここに紹介した次第である。

．）

I

1

I

、
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